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劉
　

　

潔

開
元
前
期
に
お
け
る
唐
玄
宗
の
俗
楽
政
策

	

―
崔
令
欽
の
「
教
坊
記
序
」
を
手
が
か
り
と
し
て
―

は
じ
め
に

唐
人
の
崔
令
欽
に
よ
る
「
教
坊
記
」
の
前
序
に
は
、
開
元
前
期
に
宮
廷
で
行
わ
れ
て
い
た
「
熱
戯
」
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
。

玄
宗
之
在
蕃
邸
、
有
散
樂
一
部
、
戢
定
妖
氛
、
頗
藉
其
力
。
及
膺
大
位
、
且
羈
縻
之
。
常
於
九
曲
閱
太
常
樂
、
卿
姜
晦
、
嬖
人
楚

公
皎
之
弟
也
、
押
樂
以
進
。
凡
戲
輒
分
兩
朋
、
以
判
優
劣
。
則
人
心
競
勇
。
謂
之
熱
戲
。
於
是
詔
寧
王
主
蕃
邸
之
樂
以
敵
之
。
一

伎
戴
百
尺
幢
、
鼓
舞
而
進
。
太
常
所
戴
卽
百
餘
尺
、
比
彼
一
出
、
則
往
復
矣
、
長
欲
半
之
、
疾
仍
兼
倍
。
太
常
羣
樂
鼓
噪
、
自
負

其
勝
。
上
不
悅
、
命
內
養
五
六
十
人
、
各
執
一
物
、
皆
鐵
馬
鞭
骨
槌
之
屬
也
。
潛
匿
裏
中
、
雜
於
聲
兒
後
立
、
復
候
鼓
噪
、
當
亂

捶
之
。
︙
︙
翌
日
詔
曰
「
太
常
禮
司
、
不
宜
典
俳
優
雜
伎
。」
乃
置
教
坊
、
分
爲
左
右
而
隸
焉（
１
）。（
玄
宗
の
蕃
邸
に
在
り
、
散
楽
一

部
有
り
。
妖
氛
を
戢
定
す
る
に
、
頗
る
其
の
力
を
藉か

る
。
大
位
を
膺う

く
る
に
及
び
、
且し
ば
らく
之
を
羈
縻
す
。
常
に
九
曲
に
於
い
て
太

常
の
楽
を
閲
す
。
卿 

姜
晦
、
嬖
人 

楚
公
皎
の
弟
な
り
、
楽
を
押お
さ

へ
以
て
進
む
。
凡お
よ

そ
戯
輒す
な
はち
両
朋
に
分
け
、
以
て
優
劣
を
判
す
。

則す
な
はち
人
心
勇
を
競
ふ
。
之
を
熱
戯
と
謂
ふ
。
是
に
於
い
て
寧
王
に
詔
し
て
蕃
邸
の
楽
を
主
つ
か
さ
どり
以
て
之
に
敵
さ
し
む
。
一
伎
百
尺
の

幢
を
戴い
た
だき
、
鼓
舞
し
て
進
む
。
太
常
の
戴
く
所
は
即
ち
百
餘
尺
た
り
、
彼
の
一
た
び
出
る
比こ
ろ
ほひ
、
則
ち
往
復
し
、
長
さ
は
之
に
半

ば
せ
ん
と
欲ほ
っ

す
る
に
、
疾
さ
は
仍な

ほ
兼
倍
す
。
太
常
の
羣
楽
は
鼓
噪
し
、
自
ら
其
の
勝
を
負お

ふ
。
上
悅
ば
ず
、
內
養
の
五
六
十
人

に
命
じ
て
、
各
の
一
物
を
執
ら
し
む
る
に
、
皆
鉄
馬
鞭
・
骨
槌
の
属
な
り
。
裏
中
に
潜
匿
し
、
声
児
に
雑ま
じ

り
て
後
立
し
、
復ま

た
鼓
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噪
す
る
を
候ま

ち
、
乱み
だ

る
る
に
当
た
り
て
之
を
捶む
ち
うつ
。
︙
︙
翌
日
詔
し
て
曰
く
「
太
常
の
礼
司
、
宜よ
ろ

し
く
俳
優
雑
伎
を
典
す
べ
か
ら

ず
」
と
。
乃
ち
教
坊
を
置
き
、
分
か
ち
て
左
右
と
為
し
焉こ
れ

に
隸し
た
がは
し
む
。）

 

こ
の
資
料
中
の
「
散
楽
」
と
は
、『
通
典
』
巻
一
百
四
十
六
「
楽
六
」
に
は
、
隋
以
前
に
「
百
戯
」
と
呼
ば
れ
、「
非
部
伍
之
聲
、
俳

優
歌
舞
雜
奏
（
部
伍
の
声
に
非
ず
、
俳
優
と
歌
舞
と
雑
奏
す
）」
と
あ
る
。
任
半
塘
氏
の
著
し
た
『
唐
戯
弄
』
に
は
、
散
楽
は
俗
楽
の
中

の
動
き
を
伴
う
演
奏
形
式
で
あ
り
、「
包
含
百
戲
・
戲
劇
及
雜
伎
三
類
（
百
戯
・
戯
劇
及
び
雑
伎
三
類
を
含
む（
２
））」
と
あ
る
。
で
は
、
散

楽
を
含
む
俗
楽
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「
礼
楽
志
」
に
「
自
周
・
陳
以
上
、
雅
鄭
淆
雜
而
無
別
、
隋
文
帝
始
分

雅
・
俗
二
部
、
至
唐
更
曰
「
部
當
」（
周
・
陳
自
り
以
上
、
雅
鄭 

淆
雑
し
て
別
無
し
、
隋
文
帝 

初
め
て
雅
・
俗
の
二
部
を
分
ち
、
唐
に

至
り
更
に
「
部
当
」
と
曰
ふ
）」
と
あ
る
。 

岸
辺
成
雄
氏
の
『
唐
代
音
楽
の
歴
史
的
研
究
（
楽
制
篇（
３
））』「
凡
例
」
に
は
、「
元
来
、
中
国

音
楽
は
古
今
を
通
じ
て
、
雅
楽
及
び
俗
楽
に
二
大
別
し
得
る
。
雅
楽
は
、
儒
教
の
礼
楽
思
想
に
基
づ
い
て
郊
祀
廟
祭
に
行
う
儀
式
音
楽

で
あ
り
、
俗
楽
は
、
宮
廷
宴
饗
の
際
の
大
楽
伎
よ
り
民
間
の
俗
歌
俚
謡
に
至
る
芸
術
的
或
は
娯
楽
的
音
楽
の
一
切
を
云
う
」
と
あ
り
、

王
小
盾
氏
は
岸
辺
氏
の
こ
の
説
明
を
批
判
し
た
上
で
、
俗
楽
を
新
た
に
定
義
し
、「
在
唐
代
人
看
來
、
俗
樂
是
宮
廷
儀
式
樂
之
外
的
音

樂
、
即
采
入
宮
廷
而
未
列
入
部
伍
的
音
樂（
４
）」
と
あ
り
、
俗
楽
は
宮
廷
宴
饗
の
音
楽
で
あ
る
燕
楽
を
構
成
す
る
新
し
い
音
楽
で
あ
る
と
定

義
づ
け
ら
れ
る
。

こ
れ
よ
り
、
以
下
の
事
が
明
ら
か
と
な
る
。
第
一
に
、
玄
宗
は
即
位
す
る
前
よ
り
、
自
身
の
王
府
散
楽
楽
団
を
所
有
し
て
お
り
、
そ

の
中
の
楽
人
が
玄
宗
を
助
け
た
結
果
韋
氏
の
乱
が
平
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
玄
宗
が
即
位
し
て
も
、
た
だ
ち
に
そ
の
功
労
が
あ
る
藩
邸

楽
団
を
優
遇
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
彼
ら
の
行
動
を
制
限
し
た
。
第
二
に
、
宮
廷
の
「
熱
戯
」
を
行
っ
た
際
、
玄
宗
の
散
楽
楽

団
が
独
立
し
た
演
出
団
体
と
し
て
、
太
常
寺
の
中
の
俗
楽
と
分
か
れ
て
競
争
し
た
が
、
そ
の
腕
前
は
明
ら
か
に
後
者
に
及
ば
ず
、
玄
宗

は
不
愉
快
に
感
じ
た
。
第
三
に
、
玄
宗
は
こ
の
「
熱
戯
」
の
後
、「
太
常
禮
司
、
不
宜
典
俳
優
雜
伎
」
と
し
て
、
太
常
寺
内
か
ら
俗
楽
を

除
き
、
そ
れ
ら
の
俗
楽
を
新
た
に
配
置
す
る
た
め
、
宮
廷
俗
楽
機
構
で
あ
る
左
教
坊
と
右
教
坊
を
設
立
し
た
。

こ
こ
に
は
、
解
決
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
が
存
在
す
る
。
開
元
前
期
、
玄
宗
の
俗
楽
に
対
す
る
処
理
政
策
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
。
な
ぜ
即
位
し
て
す
ぐ
、
自
分
の
旧
藩
邸
の
散
楽
を
安
置
し
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
そ
の
散
楽
は
最
終
的
に
ど
う
な
っ
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た
の
か
。
さ
ら
に
玄
宗
は
な
ぜ
宮
廷
「
熱
戯
」
の
後
、
教
坊
ら
を
設
置
し
、
太
常
寺
の
俗
楽
を
管
理
下
に
置
く
措
置
を
採
っ
た
の
か
。

以
上
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
ま
ず
「
教
坊
記
序
」
を
分
析
し
、
そ
の
上
で
、
開
元
前
期
の
政
治
的
・
文
化
的
背
景
と

併
せ
て
検
討
す
る
。

一
﹁
教
坊
記
序
﹂
に
つ
い
て

現
在
、
宮
廷
教
坊
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
る
他
の
史
料
と
し
て
、
以
下
の
文
献
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
（
唐
）
杜
佑
『
通
典
』
巻
一
四
六
「
楽
六
・
散
楽
」

大
抵
散
樂
雜
戲
多
幻
術
、
皆
出
西
域
︙
︙
玄
宗
以
其
非
正
聲
、
置
教
坊
於
禁
中
以
處
之
。（
大
抵
散
楽
雑
戯
は
幻
術
多
し
、
皆
西
域

よ
り
出
づ
︙
︙
玄
宗
其
の
正
声
に
非あ
ら

ざ
る
を
以
て
、
教
坊
を
禁
中
に
置
き
て
以
て
之
を
処
す
。）

②
『
旧
唐
書
』
巻
二
十
九
「
音
楽
志
二
」

玄
宗
以
其
（
散
楽
）
非
正
聲
、
置
教
坊
於
禁
中
以
處
之
。（
玄
宗
其
（
散
楽
）
の
正
声
に
非
ざ
る
を
以
て
、
教
坊
を
禁
中
に
置
き
て

以
て
之
を
処
す
。）

③
『
新
唐
書
』
巻
四
十
八
「
百
官
志
」

開
元
二
年
、
又
置
內
教
坊
于
蓬
萊
宮
側
、
有
音
聲
博
士
・
第
一
曹
博
士
・
第
二
曹
博
士
。
京
都
置
左
右
教
坊
、
掌
俳
優
雜
技
。
自

是
不
隸
太
常
、
以
中
官
爲
教
坊
使
。（
開
元
二
年
、
又
内
教
坊
を
蓬
萊
宮
の
側
に
置
く
、
音
声
博
士
・
第
一
曹
博
士
・
第
二
曹
博
士

有
り
。
京
都
に
左
右
教
坊
を
置
き
、
俳
優
雑
技
を
掌
つ
か
さ
どら
し
む
。
是
自よ

り
太
常
に
隸
さ
ず
、
中
官
を
以
て
教
坊
使
為た

ら
し
む
。）

④
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
一
十
一
「
唐
紀 

玄
宗
開
元
二
年
」

開
元
二
年
正
月
、
舊
制
、
雅
俗
之
樂
、
皆
隸
太
常
。
上
精
曉
音
律
、
以
太
常
禮
樂
之
司
、
不
應
典
倡
優
雜
伎
。
乃
更
置
左
右
教
坊

以
教
俗
樂
、
命
右
驍
騎
將
軍
范
及
爲
之
使
。（
開
元
二
年
正
月
、
旧
制
、
雅
俗
の
楽
、
皆
太
常
に
隸
す
。
上
音
律
に
精
暁
す
、
以お
も

へ

ら
く
太
常
礼
楽
の
司
、
応ま
さ

に
倡
優
雑
伎
を
典
す
べ
か
ら
ず
と
。
乃
ち
更
に
左
右
教
坊
を
置
き
以
て
俗
楽
を
教
へ
、
右
驍
騎
将
軍
の
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范
及
に
命
じ
て
之
が
使
為た

ら
し
む
。）

 

こ
れ
ら
の
四
つ
の
史
料
に
よ
っ
て
以
下
の
点
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
ず
、
宮
廷
教
坊
の
設
立
時
期
は
開
元
二
年
で
あ
る
。
そ
し
て
、

宮
廷
教
坊
が
設
立
さ
れ
た
原
因
は
、「
非
正
声
」
の
俗
楽
を
礼
楽
の
司
で
あ
る
太
常
寺
に
所
属
さ
せ
る
こ
と
が
、
伝
統
的
な
礼
制
と
符
合

し
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
教
坊
記
序
」
の
「
太
常
礼
司
、
不
宜
典
俳
優
雑
伎
」
と
い
う
記
述
と
一
致
し
て
い
る
。

ま
た
、『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「
礼
楽
志
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

玄
宗
爲
平
王
、
有
散
樂
一
部
、
定
韋
后
之
難
、
頗
有
預
謀
者
。
及
卽
位
、
命
寧
王
主
藩
邸
樂
、
以
亢
太
常
、
分
兩
朋
以
角
優
劣
。

置
內
教
坊
於
蓬
萊
宮
側
、
居
新
聲
・
散
樂
・
倡
優
之
伎
。
有
諧
謔
而
賜
金
帛
朱
紫
者
、
酸
棗
縣
尉
袁
楚
客
上
疏
極
諫
。（
玄
宗  

平

王
為た

り
、
散
楽
一
部
有
り
て
、
韋
后
の
難
を
定さ
だ

む
る
に
、
頗
る
謀
に
預
か
る
者
有
り
。
即
位
す
る
に
及
び
、
寧
王
に
命
じ
て
藩
邸

楽
を
主
ら
し
め
、
以
て
太
常
に
亢あ

て
、
両
朋
に
分
か
ち
て
以
て
優
劣
を
角
す
。
内
教
坊
を
蓬
萊
宮
の
側
に
置
き
、
新
声
・
散
楽
・

倡
優
の
伎
を
居
ら
し
む
。
諧
謔
し
て
金
帛
朱
紫
を
賜た
ま

は
る
者
有
り
、
酸
棗
県
尉 

袁
楚
客
上
疏
し
て
極
諫
す
。）

 

『
新
唐
書
』
に
は
、「
熱
戯
」
後
の
新
設
さ
れ
た
俗
楽
の
機
構
が
皇
宮
以
外
の
左
右
教
坊
で
は
な
く
、
蓬
萊
宮
の
側
の
内
教
坊
で
あ
る

と
記
録
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
教
坊
記
序
」
の
記
載
と
異
な
る
が
、『
新
唐
書
』
中
の
玄
宗
が
旧
王
府
散
楽
に
命
令
し
、
太
常
寺
俗
楽
と
グ

ル
ー
プ
で
競
争
す
る
と
い
う
部
分
は
「
教
坊
記
序
」
の
記
載
と
類
似
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
他
に
も
「
教
坊
記
序
」
を
引
用
す
る
史
料
が
存
在
す
る
。
北
宋
の
郭
茂
倩
が
撰
し
た
『
楽
府
詩
集
』
の
巻
八
十
、
張
祜
「
熱

戯
楽
」
詩
の
題
注
に
は
、
こ
の
「
教
坊
記
序
」
の
大
部
分
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
郭
茂
倩
は
こ
の
序
文
を
「
教
坊
記
」
の
正

文
で
あ
る
と
見
な
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
不
明
だ
が
、「
教
坊
記
序
」
が
参
照
す
る
に
値
す
る
史
料
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
の

で
あ
る
。
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二　

玄
宗
に
よ
る
宮
廷
俗
楽
関
連
政
策

開
元
前
期
に
お
け
る
玄
宗
の
俗
楽
に
関
す
る
政
策
に
は
、
教
坊
の
設
立
以
外
に
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
『
唐
会
要
』
巻
三
十
四
「
雑
錄
」

開
元
二
年
、
上
以
天
下
無
事
、
聽
政
之
暇
、
於
梨
園
自
教
法
曲
、
必
盡
其
妙
。
謂
之
皇
帝
梨
園
弟
子
。（
開
元
二
年
、
上  

天
下
事

無
き
を
以
て
、
聴
政
の
暇
、
梨
園
に
於
い
て
自
ら
法
曲
を
教
え
、
必
ず
其
の
妙
を
尽
す
。
之
を
皇
帝
梨
園
の
弟
子
と
謂
ふ
。）

②
『
旧
唐
書
』
巻
二
十
八
「
音
楽
志
一
」

玄
宗
又
於
聽
政
之
暇
、
教
太
常
樂
工
子
弟
三
百
人
爲
絲
竹
之
戲
。
音
響
齊
發
、
有
一
聲
誤
、
玄
宗
必
覺
而
正
之
。
號
爲
皇
帝
弟
子
、

又
云
梨
園
弟
子
、
以
置
院
近
於
禁
苑
之
梨
園
。
太
常
又
有
別
教
院
、
教
供
奉
新
曲
。
太
常
每
凌
晨
、
鼓
笛
亂
發
於
太
樂
署
。
別
教

院
廩
食
常
千
人
、
宮
中
居
宜
春
院
。
玄
宗
又
製
新
曲
四
十
餘
、
又
新
製
樂
譜
。
每
初
年
望
夜
、
又
御
勤
政
樓
、
觀
燈
作
樂
。
貴
臣

戚
里
、
借
看
樓
觀
望
。
夜
闌
、
太
常
樂
府
縣
散
樂
畢
、
卽
遣
宮
女
於
樓
前
縛
架
出
眺
歌
舞
以
娛
之
。
若
繩
戲
竿
木
、
詭
異
巧
妙
、

固
無
其
比
。（
玄
宗
又
聴
政
の
暇
に
於
け
る
や
、
太
常
の
楽
工
子
弟
三
百
人
に
教
へ
て
、
糸
竹
の
戯
を
為
す
。
音
響
斉ひ
と

し
く
発
し
、

一
声
の
誤
り
有
ら
ば
、
玄
宗
必
ず
覚さ
と

り
て
之
を
正
す
。
号
し
て
皇
帝
弟
子
と
為
し
、
又
梨
園
の
弟
子
と
云
ふ
、
院
を
置
く
に
禁
苑

の
梨
園
に
近
き
を
以
て
す
。
太
常
又
別
教
院
有
り
、
供
奉
の
新
曲
を
教
ふ
。
太
常
凌
晨
毎ご
と

に
、
鼓
笛  

太
楽
署
に
乱
発
す
。
別
教
院

廩
食
す
る
は
常
に
千
人
、
宮
中
宜
春
院
に
居を

る
。
玄
宗
又
新
曲
四
十
餘
を
製
し
、
又
楽
譜
を
新
製
す
。
初
年
の
望
夜
毎
に
、
又
勤

政
楼
に
御
し
、
灯
を
観み

て
楽
を
作
す
。
貴
臣
戚
里
、
看
楼
を
借
り
て
観
望
す
。
夜
闌
た
け
な
はに
し
て
、
太
常
楽
・
府
県
の
散
楽
畢お
は

り
、
即

ち
宮
女
を
し
て
楼
前
に
縛
架
せ
し
め
、
歌
舞
を
出
眺
し
以
て
之
を
娯た
の
しま
し
む
。
縄
戯
竿
木
、
詭
異
巧
妙
の
若ご
と

き
は
、
固ま
こ
とに
其
れ
比ひ

す
る
無な

し
。）

③
『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「
礼
楽
志
」

初
、
隋
有
法
曲
、
其
音
清
而
近
雅
。
其
器
有
鐃
・
鈸
・
鍾
・
磬
・
幢
簫
・
琵
琶
。
琵
琶
圓
體
修
頸
而
小
、
號
曰
「
奏
漢
子
」、
蓋
絃

鼗
之
遺
製
、
出
於
胡
中
、
傳
為
秦
・
漢
所
作
。
其
聲
金
・
石
・
絲
・
竹
以
次
作
。
隋
煬
帝
厭
其
聲
澹
、
曲
終
復
加
解
音
。
玄
宗
既
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知
音
律
、
又
酷
愛
法
曲
、
選
坐
部
伎
子
弟
三
百
教
於
梨
園
、
聲
有
誤
者
、
帝
必
覺
而
正
之
、
號
「
皇
帝
梨
園
弟
子
」。
宮
女
數
百
、

亦
爲
梨
園
弟
子
、
居
宜
春
北
院
。
梨
園
法
部
、
更
置
小
部
音
聲
三
十
餘
人
。（
初
め
、
隋
に
法
曲
有
り
、
其
の
音
は
清
く
し
て
雅
に

近
し
。
其
の
器
は
鐃
・
鈸
・
鍾
・
磬
・
幢
簫
・
琵
琶
有
り
。
琵
琶
は
円
体
修
頸
に
し
て
小
さ
し
、
号
し
て
「
奏
漢
子
」
と
曰
ふ
、

蓋け
だ

し
絃
鼗
の
遺
製
、
胡
中
よ
り
出い

で
て
、
伝
わ
り
て
秦
漢
の
作
る
所
と
為
ら
ん
。
其
の
声
金
・
石
・
糸
・
竹
、
次つ
い
でを
以
て
作
る
。

隋
の
煬
帝
其
の
声
淡
な
る
を
厭い
と

ひ
、
曲
終
り
て
復
た
解
音
を
加
ふ
。
玄
宗
既
に
音
律
を
知
り
、
又
法
曲
を
酷
愛
し
、
坐
部
伎
の
子

弟
三
百
を
選
び
て
梨
園
に
教
へ
、
声
誤
る
者
有
ら
ば
、
帝
必
ず
覚
り
て
之
を
正
し
、「
皇
帝
梨
園
の
弟
子
」
と
号
す
。
宮
女
数
百
、

亦
た
梨
園
の
弟
子
と
為
り
、
宜
春
北
院
に
居
る
。
梨
園
の
法
部
、
更
に
小
部
音
声
三
十
餘
人
を
置
く
。）

 

即
ち
、
玄
宗
は
太
常
か
ら
優
れ
た
伎
楽
の
才
能
を
持
つ
楽
人
を
選
ん
で
、
自
ら
指
導
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
「
金
・
石
・
絲
・

竹
」
の
中
原
楽
器
を
主
と
し
て
声
調
が
清
雅
で
あ
る
法
曲
を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
を
梨
園
の
弟
子
に
教
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
。
ま
た
、
玄
宗
自
ら
新
声
及
び
新
曲
を
作
っ
て
、
楽
伎
に
提
供
し
、
定
期
的
に
教
坊
な
ど
の
楽
伎
に
命
じ
て
、
京
城
の
貴
族
や
庶
民

な
ど
の
前
で
演
奏
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
玄
宗
の
宮
廷
俗
楽
の
発
展
に
対
す
る
貢
献
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
推
測
で
き
る
。

 

し
か
し
、
開
元
前
期
に
お
け
る
宮
廷
俗
楽
の
発
展
に
関
し
て
、
玄
宗
の
俗
楽
に
対
す
る
態
度
は
一
定
で
は
な
い
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
、

玄
宗
は
俗
楽
表
演
を
禁
止
す
る
措
置
も
取
っ
て
い
る
。
関
係
史
料
を
ま
と
め
以
下
の
よ
う
に
示
す
。

時　

期

禁
楽
・
徹
楽

出　

典

開
元
元
年
（
713
）
十
二
月
己
亥

禁
斷
潑
寒
胡
戲
。

 『
旧
唐
書
』
巻
八
「
玄
宗
本
紀
」

 『
新
唐
書
』
巻
五
「
玄
宗
皇
帝
本
紀
」

開
元
二
年
（
714
）
二
月
壬
辰

避
正
殿
、
減
膳
、
徹
樂
。

 『
新
唐
書
』
巻
五
「
玄
宗
皇
帝
本
紀
」

開
元
二
年
（
714
）
八
月
壬
戌

禁
女
樂
。

 『
新
唐
書
』
巻
五
「
玄
宗
皇
帝
本
紀
」
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開
元
二
年
（
714
）
八
月
七
日

敕
「
自
有
隋
頹
靡
、
庶
政
彫
缺
。
徵
聲
遍
於
鄭
衛
、
衒
色

過
于
燕
趙
。
︙
︙
朕
方
大
變
澆
訛
、
用
清
淄
蠹
、
睠
茲
女

樂
、
事
切
驕
淫
、
傷
風
害
政
、
莫
斯
爲
甚
。
既
違
令
式
、

尤
宜
禁
斷
。
自
今
以
後
、
不
得
更
然
。
仍
令
御
史
金
吾
、

嚴
加
捉
搦
。
如
有
犯
者
、
先
罪
長
官
、
務
令
杜
絕
、
以
稱

朕
意
。」

『
唐
大
詔
令
集
』
巻
八
十
一
「
禁
断
女
楽
敕
」

『
唐
会
要
』
巻
三
十
四
「
論
楽
」

開
元
二
年
（
714
）
十
月
六
日

勅
「
散
樂
巡
村
、
特
宜
禁
斷
。
如
有
犯
者
、
並
容
止
主
人

及
村
正
、
決
三
十
。
所
由
官
附
考
奏
、
其
散
樂
人
仍
遞
送

本
貫
入
重
役
。」

『
唐
会
要
』
巻
三
十
四
「
雑
録
」

開
元
二
年
（
714
）
十
二
月
七
日

敕
「
臘
月
乞
寒
、
外
蕃
所
出
、
漸
漬
成
俗
、
因
循
已
久
、

至
使
乘
肥
衣
輕
、
競
矜
胡
服
、
闐
城
隘
陌
、
深
點
華
風
。

︙
︙
妨
於
政
要
、
取
紊
禮
經
、
習
而
行
之
、
將
何
以
訓
。

自
今
已
後
、
卽
宜
禁
斷
。」

『
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
百
九
「
禁
断
臘
月
乞
寒
敕
」

開
元
七
年
（
719
）
五
月
己
丑
朔

日
有
食
之
、
素
服
、
徹
樂
、
減
膳
。

『
新
唐
書
』
巻
五
「
玄
宗
皇
帝
本
紀
」

開
元
七
年
（
719
）
閏
七
月
辛
巳

以
旱
避
正
殿
、
徹
樂
、
減
膳
。

『
新
唐
書
』
巻
五
「
玄
宗
皇
帝
本
紀
」

以
上
の
記
述
よ
り
、
開
元
前
期
、
特
に
教
坊
な
ど
が
設
置
さ
れ
る
開
元
二
年
に
は
、
玄
宗
は
数
度
に
わ
た
り
詔
令
を
下
達
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
彼
は
「
潑
寒
胡
楽
」
を
禁
じ
、
宮
楽
を
取
り
消
し
、
民
間
に
お
け
る
散
楽
の
巡
演
を
禁
止
し
て
い
る
。

玄
宗
の
以
上
の
矛
盾
と
も
と
れ
る
俗
楽
政
策
に
対
し
て
、
任
半
塘
氏
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

惟
唐
代
此
類
政
令
、
從
來
具
文
居
多
。
何
況
玄
宗
卽
於
同
年
（
開
元
二
年
）
分
設
内
外
教
坊
、
鋪
張
揚
厲
、
廣
羅
天
下
散
樂
之
精
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粹
以
自
娛
、
是
提
倡
者
以
身
體
力
行
、
而
禁
斷
者
以
官
樣
文
章
︙
︙
惟
在
法
令
中
「
禁
斷
」
易
、
在
嗜
慾
中
禁
斷
難
。
玄
宗
既
已

嗜
此
、
勢
不
能
遏
、
故
即
位
不
久
、
對
於
内
外
教
坊
、
卽
作
空
前
之
擴
展（
２
）。（
惟お
も

ふ
に
唐
代
の
此
の
類た
ぐ
ひの
政
令
、
従
来
具
文
居
る
こ

と
多
し
。
何
ぞ
況い
は

ん
や
玄
宗
即
ち
同
年
（
開
元
二
年
）
に
於
い
て
内
外
教
坊
を
分
設
し
、
鋪
張
揚
厲
し
、
天
下
の
散
楽
の
精
粋
を

広
羅
し
以
て
自
ら
娯
む
を
や
。
是
れ
提
倡
者
は
身
体
力
行
を
以
て
し
、
禁
断
者
は
官
様
の
文
章
を
以
て
す
︙
︙
惟た
だ

法
令
の
中
に
在

り
て
「
禁
断
」
す
る
は
易
き
も
、
嗜
慾
の
中
に
在
り
て
禁
断
す
る
は
難か
た

し
。
玄
宗
既
に
已
に
此
を
嗜た
し
なむ
、
勢
遏と
ど

む
る
能あ
た

は
ず
、
故

に
即
位
し
て
久
し
う
せ
ず
、
内
外
教
坊
に
対
し
、
即
ち
空
前
の
拡
展
を
作な

す
。）

 

任
氏
は
、
玄
宗
の
以
上
の
よ
う
な
俗
楽
を
禁
示
す
る
挙
動
は
、
為
政
者
と
し
て
の
建
前
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
玄
宗
本
人
の
俗
楽

に
対
す
る
愛
好
と
追
求
は
、
最
終
的
に
こ
れ
ら
の
建
前
を
無
効
に
す
る
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
宮
廷
俗
楽
の
発
展
及
び
俗
楽
機
関
の
拡
大

は
詔
令
の
影
響
を
受
け
ず
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
玄
宗
の
教
坊
の
設
立
目
的
に
着
目
す
る
と
、
任
氏
の
「
廣
羅
天
下
散
樂
之

精
粹
以
自
娛
」
と
い
う
観
点
と
、『
通
典
』
を
は
じ
め
と
す
る
史
書
に
記
載
さ
れ
る
「
以
其
（
俗
楽
）
非
正
聲
、
置
教
坊
於
禁
中
以
處

之
」
と
い
う
結
論
と
は
、
相
違
が
見
ら
れ
る
。
で
は
、
任
氏
の
説
と
史
家
の
筆
、
ど
ち
ら
が
最
も
真
相
に
近
い
の
だ
ろ
う
か
。

任
氏
の
説
と
史
家
の
論
と
も
、
一
定
の
説
得
力
を
有
す
る
が
、
全
面
的
な
理
由
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
問
題
を
解
決
す
る
た

め
に
は
、
開
元
前
期
の
政
治
的
・
文
化
的
背
景
と
照
合
し
考
察
す
る
べ
き
で
あ
る
。

先
天
二
年
（
七
一
二
）
に
は
、
玄
宗
は
多
額
の
資
金
を
費
や
す
こ
と
と
な
る
山
車
や
旱
船
な
ど
の
散
楽
の
道
具
を
禁
止
す
る（
５
）。
開
元

二
年
に
は
、
玄
宗
政
権
が
よ
う
や
く
安
定
す
る
が
、
太
上
皇
も
存
命
で
あ
り
、
政
権
の
安
定
を
脅
か
す
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
も
、

玄
宗
は
音
楽
に
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
質
素
を
提
唱
し
政
務
に
励
み
続
け
た（
６
）。
彼
が
如
何
に
音
楽

を
愛
好
し
よ
う
が
、
任
氏
の
「
分
設
内
外
教
坊
、
鋪
張
揚
厲
、
廣
羅
天
下
散
樂
之
精
粹
以
自
娯
」
と
い
う
結
論
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
任
氏
の
説
は
、
玄
宗
の
開
元
前
期
と
開
元
後
期
か
ら
天
宝
年
間
ま
で
の
思
想
観
念
・
活
動
内
容
の
区
別
を
見
落
し
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る（
７
）。
こ
れ
に
対
し
、
史
書
記
載
の
「
置
教
坊
於
禁
中
以
處
之
（
太
常
散
楽
）」
の
説
は
、
玄
宗
の
朝
廷
礼
楽
文
化
を

整
理
せ
ん
と
す
る
意
欲
を
反
映
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
玄
宗
の
心
の
奥
底
に
音
楽
を
好
む
願
望
が
あ
る
事
実
に
は
符
合
し
な
い

の
で
あ
る
。
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岸
辺
成
雄
氏
は
『
唐
代
音
楽
の
歴
史
的
研
究
』
に
お
い
て
、
当
時
の
俗
楽
の
隆
盛
を
背
景
に
、
左
右
教
坊
の
出
現
を
以
下
の
よ
う
に

意
義
づ
け
て
い
る
。

胡
俗
楽
・
散
楽
・
俳
優
雑
伎
の
類
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
雅
楽
と
は
全
く
趣
を
異
に
し
、
同
一
の
官
署
に
お
い
て
同
一
の
楽
工

に
よ
っ
て
実
習
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
俗
楽
が
唐
初
以
来
急
速
に
隆
盛
と
な
り
、
遂
に
太
常
寺
内
に
お
い
て
は
収
容

し
難
い
程
の
勢
力
を
有
す
る
に
至
り
、
当
然
太
常
寺
よ
り
独
立
す
べ
き
形
勢
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
蓬
萊
宮
側
の
内
教
坊
が
武
徳

の
内
教
坊
の
如
く
雅
楽
を
教
習
す
る
の
で
は
な
く
、
倡
優
雑
伎
を
収
容
し
た
の
は
、
こ
の
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
内
教

坊
は
武
徳
の
時
と
同
様
、
宮
中
に
お
け
る
供
奉
に
便
な
る
よ
う
に
、
太
常
寺
を
禁
中
に
出
張
せ
し
め
た
る
如
き
も
の
で
、
太
常
寺

内
の
俗
楽
倡
優
の
一
切
を
収
容
し
て
太
常
寺
の
整
理
に
資
す
る
に
足
る
程
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
俗
楽
の
整
備
は
左
右
教
坊
の

設
置
を
俟
っ
て
初
め
て
完
全
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
義
を
有
す
る
左
右
教
坊
が
太
常
寺
よ
り
独
立
せ
る
機
関
で
あ
る

こ
と
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

 

岸
辺
氏
は
、
玄
宗
朝
期
に
俗
楽
が
急
速
に
発
展
し
た
た
め
、
開
元
二
年
に
置
か
れ
た
蓬
萊
宮
側
の
内
教
坊
が
太
常
寺
内
の
俗
楽
倡
優

を
収
容
で
き
る
ほ
ど
の
規
模
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
左
右
教
坊
の
設
立
の
主
な
原
因
と
し
て
い
る
。
蓬
萊
宮
側
の
内
教
坊
の
性
質
に

つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
が
、
開
元
前
期
に
お
け
る
俗
楽
の
発
展
を
、
当
時
の
宮
廷
音
楽
及
び

関
連
機
関
の
新
た
な
改
革
と
結
び
つ
け
た
岸
辺
氏
の
指
摘
は
十
分
に
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
開
元
前
期
に
進
め
ら
れ
た
左
右
教
坊
な
ど
の
宮
廷
俗
楽
機
関
の
改
革
に
つ
い
て
、
岸
辺
氏
が
提
起
し
た
原
因
の
以
外
、
ほ

か
の
原
因
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
玄
宗
が
自
分
で
楽
曲
を
創
作
し
、
左
右
教
坊
・
梨
園
の
法
部
を
設
立
し
、「
梨
園
弟
子
」
を

選
ん
で
法
曲
を
教
え
る
と
い
う
宮
廷
俗
楽
政
策
を
推
進
し
た
の
は
、
単
に
隆
盛
し
た
俗
楽
の
整
理
と
い
う
受
動
的
な
理
由
の
み
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
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三　

玄
宗
俗
楽
政
策
の
原
因

玄
宗
が
俗
楽
政
策
を
推
進
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
玄
宗
個
人
の
目
的
か
ら
で
は
な
く
、
政
治
的
動
機
や

文
化
改
革
、
自
身
の
趣
味
な
ど
の
多
様
な
要
因
が
相
互
に
影
響
し
あ
っ
た
結
果
か
ら
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
新
し
く
楽
曲
を
創
作
す
る
の
は
、
玄
宗
自
身
の
趣
味
で
あ
る
ほ
か
に
、
新
曲
を
通
し
て
自
分
の
即
位
の
正
統
性
を
主
張
す
る

た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
玄
宗
は
わ
ざ
わ
ざ
「
龍
池
楽
」
を
創
作
し
て
、
即
位
以
前
の
「
龍
気
」
の
前
兆
を
宣
伝
し
、
自
分
の
政
権
の

天
命
的
な
正
統
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る（
８
）。

さ
ら
に
、
雅
楽
と
俗
楽
ど
ち
ら
も
管
理
し
て
い
た
太
常
寺
に
は
、
腹
心
の
部
下
を
要
職
に
つ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
教
坊
記
序
」

の
記
録
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
。
序
文
に
「
常
於
九
曲
閲
太
常
楽
、
卿
姜
晦
、
嬖
人
楚
公
皎
之
弟
也
、
押
楽
以
進
。
凡
戲
輒
分
兩
朋
、

以
判
優
劣
。
則
人
心
競
勇
、
謂
之
熱
戲
。
於
是
詔
寧
王
主
蕃
邸
之
楽
以
敵
之
。」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
登
場
す
る
「
卿
姜
晦
」
と
は
、
太

常
少
卿
の
姜
晦
で
あ
る（
９
）。「
寧
王
」
と
は
、
正
確
に
は
「
宋
王
」
の
こ
と
で
あ
り
、
玄
宗
の
長
兄
で
あ
る
李
成
器（

（1
（

を
指
す
。
開
元
二
年
前

後
に
太
常
寺
の
長
で
あ
る
太
常
卿
は
、
唐
睿
宗
の
第
四
子
即
ち
玄
宗
の
異
母
弟
の
岐
王
李
範
、
あ
る
い
は
姜
晦
の
長
兄
の
楚
国
公
姜
晈

が
そ
の
任
に
在
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

岐
王
が
太
常
卿
の
任
に
在
っ
た
の
は
、
睿
宗
の
景
雲
元
年
（
七
一
〇
）
の
後
半
か
ら
開
元
二
年
（
七
一
四
）
の
七
月
ま
で
で
あ
る
。

睿
宗
踐
祚
、
進
封
岐
王
、
又
加
實
封
五
百
戶
、
拜
太
常
卿
、
兼
左
羽
林
大
將
軍
（
睿
宗
践
祚
し
て
、
進
み
て
岐
王
に
封
じ
、
又
実

封
五
百
戸
を
加
へ
ら
る
、
太
常
卿
を
拜
し
、
左
羽
林
大
将
軍
を
兼か

ぬ
。） 

（『
旧
唐
書
』
巻
九
十
五
「
睿
宗
諸
子
」）

（
開
元
二
年
七
月
）
太
常
卿
、
岐
王
範
爲
華
州
刺
史
（
太
常
卿
、
岐
王
範 

華
州
刺
史
と
為
る
。）

 

（『
旧
唐
書
』
巻
八
「
玄
宗
本
紀
」）

 

岐
王
の
太
常
卿
離
職
は
、
当
時
の
政
権
交
替
の
余
波
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
睿
宗
の
即
位
に
よ
り
、
皇
権
を
強
固
に
す
る
た
め
、
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自
身
の
息
子
に
重
職
を
任
せ
た
の
で
あ
る
。
諸
子
に
命
じ
て
中
央
禁
軍
を
統
率
さ
せ
た
ほ
か（

（1
（

、
岐
王
を
国
家
の
最
高
礼
楽
機
構
で
あ
る

太
常
寺
の
長
に
し
た
の
で
あ
る
。
玄
宗
の
即
位
時
も
、
同
様
の
作
用
が
働
い
て
い
る
。
即
ち
腹
心
の
部
下
を
要
職
に
配
置
す
る
こ
と
で
、

権
利
中
枢
の
様
々
な
方
面
を
間
接
的
に
統
率
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
音
楽
文
化
の
建
設
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

岐
王
は
玄
宗
時
代
に
は
す
で
に
中
央
政
権
に
お
い
て
信
頼
に
足
る
人
物
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
彼
に
は
玄
宗
を
擁
護
し
太
平
公
主
の

政
治
集
団（

（1
（

を
助
け
て
平
定
し
た
功
が
あ
る
も
の
の
、
皇
家
の
血
族
間
で
の
争
い
を
実
見
し
て
き
た
玄
宗
に
と
っ
て
、
新
政
権
を
う
ち
立

て
る
初
め
に
は
、
岐
王
を
は
じ
め
兄
弟
親
王
を
も
警
戒
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
玄
宗
は
岐
王
を
華
州
刺
史
に

任
命
し
、
姜
晈
を
後
任
の
太
常
卿
と
し
た
の
で
あ
る
。
姜
晈
に
は
、
か
つ
て
玄
宗
の
反
乱
平
定
を
助
け
た
経
緯
が
あ
る
。
彼
が
太
常
卿

に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
玄
宗
の
信
任
及
び
恩
寵
に
よ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

次
に
、
玄
宗
が
教
坊
な
ど
の
宮
廷
俗
楽
機
関
を
設
立
し
、
旧
藩
邸
散
楽
と
元
々
の
太
常
寺
俗
楽
を
優
遇
し
た
上
で
、
帝
王
に
直
属
す

る
私
人
の
宮
廷
楽
舞
団
体
を
確
立
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、
こ
の
事
業
は
玄
宗
の
即
位
後
す
ぐ
に
は
行
わ
れ
な
い
。
景
雲
三
年
（
七
一
二
）
八
月
庚
子
、
玄
宗
が
即
位
し
、
睿
宗

を
太
上
皇
と
し
て
尊
び
あ
が
め
る
が
、
玄
宗
は
名
目
上
の
皇
帝
で
あ
り
な
が
ら
も
、
政
治
実
務
な
ど
に
お
い
て
太
上
皇
に
よ
る
制
約
を

受
け
る（

（1
（

。
し
か
も
朝
廷
中
に
は
、
玄
宗
よ
り
も
っ
と
強
権
を
有
し
た
太
平
公
主
の
一
派
も
存
在
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
玄
宗
の
最

優
先
す
べ
き
政
治
課
題
は
、
太
上
皇
の
実
権
を
削
り
、
太
平
公
主
の
政
治
勢
力
を
一
掃
し
、
自
分
の
新
政
権
を
い
ち
早
く
安
定
さ
せ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
玄
宗
は
宮
廷
音
楽
な
ど
の
文
化
面
の
革
新
に
気
を
配
る
余
裕
が
な
く
、
旧
藩
邸
の
散
楽
楽
団
の
優
遇
を
以

後
に
引
き
延
ば
す
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
玄
宗
本
人
は
か
つ
て
の
心
腹
の
部
下
で
あ
る
散
楽
楽
団
を
任
せ
る
べ
き
人
材
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
教
坊
記
序
」
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
玄
宗
の
旧
王
府
散
楽
に
対
す
る
「
羈
縻
」
と
い
う

処
置
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

政
治
闘
争
の
最
終
的
勝
利
と
と
も
に
、
玄
宗
は
つ
い
に
力
を
割
い
て
、
音
楽
文
化
建
設
に
着
手
し
た
。
ど
の
よ
う
に
宮
廷
で
こ
の
建

設
を
進
め
た
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
私
的
に
楽
伎
を
蓄
え
養
う
風
潮
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
実
は
、
こ
の
風
潮
は
初
唐
か

ら
既
に
流
行
し
て
い
た
。
中
宗
の
神
龍
二
年
（
七
〇
六
）
に
、
士
大
夫
の
家
伎
を
置
く
規
模
を
本
人
の
官
職
等
級
に
よ
っ
て
決
め
る
と

い
う
詔
令
が
出
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
開
元
前
期
に
入
っ
て
も
、
長
安
貴
顕
の
楽
伎
を
置
く
風
潮
も
依
然
と
し
て
衰
え
な
い
。
玄
宗
の
異
母
兄
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弟
即
ち
宋
王
李
成
器
・
申
王
李
成
義
・
岐
王
李
範
・
薛
王
李
業
な
ど
は
特
に
典
型
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、『
旧
唐
書
』
巻
九
十
五

「
睿
宗
諸
子
」
に
記
載
が
あ
る
。

諸
王
毎
日
於
側
門
朝
見
、
歸
宅
之
後
、
即
奏
樂
縱
飲
、
擊
毬
闘
雞
、
或
近
郊
從
禽
、
或
別
墅
追
賞
、
不
絶
於
歳
月
矣
。（
諸
王 

毎

日 

側
門
に
於
い
て
朝ち
よ
う
け
ん見し
、
帰
宅
の
後の
ち

、
即
ち
楽
を
奏そ
う

し
縦
ほ
し
い
ま
まに
飲
み
、
毬
を
撃う

ち
鶏
を
闘た
た
かわ
す
、
或
は
近き
ん

郊こ
う

に
禽き
ん

を
従
へ
、
或
は

別べ
つ

墅し
よ

に
賞
を
追
ふ
、
歳さ
い

月げ
つ

を
絶た

た
ず
。）

 

諸
王
は
燕
楽
歌
舞
へ
の
関
心
か
ら
、
そ
し
て
玄
宗
の
政
治
的
な
猜
疑
を
避
け
る
た
め
に
、
終
日
、
音
楽
や
遊
宴
な
ど
に
陶
酔
し
て
い

た
。
ゆ
え
に
、
諸
王
の
王
府
で
は
数
多
く
優
れ
た
楽
伎
を
置
く
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
唐
の
孟
棨
が
撰
し
た
『
本
事
詩
』「
情

感
第
一
」
に
は
「
寧
王
曼
貴
盛
、
寵
妓
數
十
人
、
皆
絶
藝
上
色
。（
寧
王 

貴
盛
を
曼ひ

き
、
寵
妓 

数
十
人
、
皆
絶
藝
上
色
な
り
。）」
と
あ

り
、
ま
た
五
代
の
王
仁
裕
が
撰
し
た
『
開
元
天
宝
遺
事
』
卷
上
「
妓
囲
」
條
に
は
「
申
王
每
至
冬
月
、
有
風
雪
苦
寒
之
際
、
使
宮
妓
密

圍
於
坐
側
、
以
禦
寒
氣
、
自
呼
爲
妓
圍
。（
申
王 

冬
月
に
至
り
、
風
雪
苦
寒
の
際
あ
る
毎ご
と

に
、
宮
妓
を
し
て
坐
側
に
密
囲
せ
し
め
、
以

て
寒
気
を
禦ふ
せ

ぎ
、
自
ら
呼
び
て
妓
囲
と
為
す
。）」
と
あ
る
。
以
上
の
資
料
は
筆
記
小
説
で
あ
る
が
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
家
伎

の
規
模
と
そ
の
楽
舞
に
対
す
る
造
詣
の
実
態
を
如
実
に
描
写
し
て
い
る
。
興
慶
宮
の
側
に
住
ん
で
い
る
兄
弟
親
王
で
さ
え
こ
の
よ
う
な

生
活
を
送
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
君
王
と
し
て
、
諸
王
と
よ
く
交
遊
す
る
玄
宗
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

に
至
っ
て
、
如
何
に
し
て
初
盛
唐
の
宮
廷
俗
楽
を
再
建
す
る
か
が
、
重
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
も
し
、
自
身
に
属
す
る
藩

邸
散
楽
を
太
常
寺
に
入
れ
て
太
常
俗
楽
と
合
併
し
て
編
成
す
る
こ
と
は
、
玄
宗
本
人
に
と
っ
て
は
腹
心
の
部
下
を
朝
廷
の
機
構
に
組
み

込
む
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
国
家
の
所
属
の
太
常
俗
楽
が
転
じ
て
自
己
に
忠
誠
を
誓
う
私
的
性
格
を
帯
び
た
楽
団
と
な
れ
ば
、

彼
に
と
っ
て
有
利
に
な
る
。
さ
ら
に
宮
廷
「
熱
戯
」
で
旧
藩
邸
散
楽
が
劣
勢
に
立
っ
た
時
、
玄
宗
は
不
愉
快
な
が
ら
も
、
太
常
俗
楽
の

実
力
を
認
め
た
に
違
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
玄
宗
は
太
常
俗
楽
を
太
常
寺
か
ら
独
立
さ
せ
、
そ
し
て
旧
藩
邸
散
楽
と
併
合
し
、
教
坊
な
ど

の
新
た
な
宮
廷
俗
楽
機
関
に
移
入
し
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
、
玄
宗
は
そ
れ
ら
の
宮
廷
俗
楽
団
体
を
私
的
楽
団
と
見
な
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
間
の
人
事
異
動
を
自
由
に
行
っ
た
の
で
あ
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る
。
例
え
ば
、
太
常
寺
の
坐
部
伎
か
ら
優
れ
た
楽
伎
を
選
ん
で
他
の
機
構
に
い
れ
、
自
ら
指
導
す
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
旧

唐
書
』
巻
二
十
八
「
音
楽
志
一
」
に
は
「
玄
宗
又
於
聽
政
之
暇
、
教
太
常
樂
工
子
弟
三
百
人
爲
絲
竹
之
戲
、
音
響
齊
發
、
有
一
聲
誤
、

玄
宗
必
覺
而
正
之
、
號
爲
皇
帝
弟
子
、
又
云
梨
園
弟
子
、
以
置
院
近
於
禁
苑
之
梨
園
。」
と
あ
り
、『
新
唐
書
』
巻
二
十
二
「
礼
楽
志
」

に
は
「
玄
宗
既
知
音
律
、
又
酷
愛
法
曲
、
選
坐
部
伎
子
弟
三
百
教
於
梨
園
、
聲
有
誤
者
、
帝
必
覺
而
正
之
、
號
「
皇
帝
梨
園
弟
子
」。
宮

女
數
百
、
亦
爲
梨
園
弟
子
、
居
宜
春
北
院
。
梨
園
法
部
、
更
置
小
部
音
聲
三
十
餘
人
。」
と
あ
る
。
時
に
は
、
そ
れ
ら
の
楽
団
に
命
じ
て

京
城
の
士
子
や
庶
民
の
前
で
演
奏
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り（

（1
（

、
そ
れ
は
特
に
開
元
中
期
以
後
に
よ
く
行
わ
れ
た（

（1
（

。
ま
た
地
方
の
声
楽
を
招
集

し
勝
ち
負
け
を
競
わ
せ
る
こ
と
も
し
た（

（1
（

。

時
に
は
、
楽
団
が
演
奏
す
る
前
に
、
自
分
の
指
導
成
果
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
玄
宗
は
演
者
の
実
力
に
よ
っ
て
歌
舞
の
並
び

を
配
列
し
、
自
ら
演
者
ら
を
励
ま
す
事
も
あ
っ
た（

（1
（

。
こ
れ
ら
は
、
開
元
前
期
の
玄
宗
が
政
務
の
暇
に
優
れ
た
宮
廷
楽
団
の
建
設
に
力
を

尽
く
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
側
面
的
に
実
証
す
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
を
要
す
る
に
、
太
常
寺
は
国
家
の
正
統
の
礼
楽
文
化
に
強
く
影
響
を
与
え
る
最
高
機
関
で
あ
り
、
皇
帝
で
あ
る
玄
宗
の
支
配
下

に
あ
る
と
い
え
ど
も
、
私
的
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
宴
遊
な
ど
で
演
出
す
る
俗
楽
は
、
完
全
に
玄
宗
の
個

人
的
な
主
導
と
改
革
に
随
っ
て
、
玄
宗
の
私
的
楽
団
と
い
う
性
格
を
強
く
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
公
的
な
宮
廷
音
楽
に
秘

め
ら
れ
た
私
的
性
格
、
こ
れ
こ
そ
が
、
玄
宗
朝
の
宮
廷
音
楽
文
化
の
重
要
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
基
本
的
性
格
は
、
開
元
前

期
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）  

清
・
董
誥
『
全
唐
文
』
巻
三
九
六
所
収
の
テ
キ
ス
ト
に
拠
っ
た
（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）。
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（
２
）  

任
半
塘
『
唐
戯
弄
』
上
冊
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）。

（
３
）  

岸
辺
成
雄
『
唐
代
音
楽
の
歴
史
的
研
究
（
楽
制
篇
）』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
４
）  
王
小
盾
『
隋
唐
音
楽
及
其
周
辺
―
王
小
盾
音
楽
学
術
文
集
』「
唐
代
音
楽
史
研
究
三
題
」（
上
海
音
楽
学
院
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）。

（
５
）  
宋
・
宋
敏
求
編
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
百
八
「
禁
断
大
酺
広
費
敕
」。

（
６
）  

例
え
ば
、『
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
百
八
に
収
録
す
る
開
元
二
年
七
月
の
「
禁
珠
玉
錦
綉
敕
」
と
開
元
二
年
七
月
の
「
禁
奢
侈
服
用
敕
」
及

び
巻
一
百
九
に
収
録
す
る
「
禁
車
服
第
宅
踰
侈
敕
」
を
参
照
。

（
７
）  

宋
・
司
馬
光
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
百
一
十
四
「
唐
紀 

玄
宗
開
元
二
十
四
年
（
七
三
六
）」
に
「
是
時
、
上
在
位
歲
久
、
漸
肆
奢
欲
、
怠

於
政
事
。」
と
あ
る
。

（
８
）  

唐
・
杜
佑
『
通
典
』
巻
一
百
四
十
六
「
楽
六
・
坐
立
部
伎
」
に
「「
龍
池
樂
」、
玄
宗
龍
潛
之
時
、
宅
於
崇
慶
坊
、
宅
南
坊
人
所
居
變
爲

池
、
瞻
氣
者
亦
異
焉
。
故
中
宗
末
年
、
汎
舟
池
内
。
玄
宗
正
位
、
以
宅
爲
宮
、
池
水
逾
大
、
瀰
漫
數
里
、
爲
此
樂
以
歌
其
祥
也
。」
と
あ

り
、
ま
た
『
旧
唐
書
』
巻
八
「
玄
宗
本
紀
」
に
「
上
所
居
宅
外
有
水
池
、
浸
溢
頃
餘
、
望
氣
者
以
為
龍
氣
。
四
年
四
月
、
中
宗
幸
其
第
、

因
遊
其
池
、
結
綵
爲
樓
船
、
令
巨
象
踏
之
。」
と
あ
る
。

（
９
）  

『
新
唐
書
』
巻
五
十
「
兵
志
」
に
「
開
元
初
、
國
馬
益
耗
、
太
常
少
卿
姜
晦
乃
請
以
空
名
告
身
市
馬
於
六
胡
州
、
率
三
十
匹
讎
一
游
擊
將

軍
。」
と
あ
る
。

（
10
）  

『
旧
唐
書
』
巻
八
「
玄
宗
本
紀
」
記
載
の
開
元
七
年
九
月
「
宋
王
憲
徙
封
寧
王
」
に
拠
れ
ば
、「
寧
王
」
は
開
元
七
年
九
月
に
宋
王
李
憲

を
封
じ
た
呼
称
で
あ
る
と
わ
か
る
。
宮
廷
教
坊
の
設
立
時
間
が
開
元
二
年
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、「
宋
王
」
と
す
る
の
が
妥
当

で
あ
る
。

（
11
）  

『
旧
唐
書
』
巻
七
「
睿
宗
本
紀
」
を
参
照
。

（
12
）  

『
旧
唐
書
』
巻
一
八
三
「
外
戚
列
伝
」
に
「（
太
平
公
主
）
軍
國
大
政
、
事
必
參
決
、
如
不
朝
謁
、
則
宰
臣
就
第
議
其
可
否
。
︙
︙
公
主

懼
玄
宗
英
武
、
乃
連
結
將
相
、
專
謀
異
計
。
其
時
宰
相
七
人
、
五
出
公
主
門
、
常
元
楷
・
李
慈
掌
禁
兵
、
常
私
謁
公
主
。」
と
あ
る
。

（
13
）  

『
旧
唐
書
』
卷
五
十
九
「
姜
謩
伝
」
記
載
の
開
元
前
期
、
玄
宗
「
數
召
（
姜
皎
）
入
臥
內
、
命
之
捨
敬
、
曲
侍
宴
私
、
與
后
妃
連
榻
、
間

以
擊
毬
鬬
雞
、
常
呼
之
爲
姜
七
而
不
名
也
。
兼
賜
以
宮
女
、
名
馬
及
諸
珍
物
不
可
勝
數
。
︙
︙
及
竇
懷
貞
等
潛
謀
逆
亂
、
玄
宗
將
討
之
、
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皎
協
贊
謀
議
、
以
功
拜
殿
中
監
、
封
楚
國
公
、
實
封
四
百
戶
。
玄
宗
以
皎
在
藩
之
舊
、
皎
又
有
先
見
之
明
︙
︙
尋
遷
太
常
卿
、
監
修
國
史
。」

（
14
）  

『
資
治
通
鑑
』
卷
二
一
〇
「
唐
紀 

玄
宗
先
天
元
年
」。

（
15
）  
宋
・
王
溥
『
唐
会
要
』
巻
三
四
「
雑
録
」
を
参
照
。

（
16
）  
『
旧
唐
書
』
巻
二
十
八
「
音
楽
志
一
」
に
「
毎
初
年
望
夜
、
又
御
勤
政
樓
、
觀
燈
作
樂
、
貴
臣
戚
里
、
借
看
樓
觀
望
。
夜
闌
、
太
常
樂
府

縣
散
樂
畢
、
卽
遣
宮
女
於
樓
前
縛
架
出
眺
歌
舞
以
娛
之
。
若
繩
戲
竿
木
、
詭
異
巧
妙
、
固
無
其
比
。」
と
あ
る
。

（
17
）  

唐
・
鄭
綮
「
開
天
伝
信
記
」
に
「
上
御
勤
政
樓
大
酺
、
縱
士
庶
觀
看
。
百
戲
競
作
、
人
物
填
咽
。」
と
あ
る
。

（
18
）  

唐
・
鄭
処
誨
『
明
皇
雑
録
』
卷
下
に
「
唐
玄
宗
在
東
洛
、
大
酺
於
五
鳳
樓
下
、
命
三
百
里
内
縣
令
・
刺
史
率
其
聲
樂
來
赴
闕
者
、
或
請

令
較
其
勝
負
而
賞
罰
焉
。」
と
あ
る
。

（
19
）  

「
教
坊
記
」
に
「
開
元
十
一
年
初
、
製
「
聖
壽
樂
」。
令
諸
女
衣
五
方
色
衣
、
以
歌
舞
之
。
宜
春
院
女
教
一
日
、
便
堪
上
場
、
惟
搊
彈
家
彌

月
不
成
。
至
戲
日
、
上
親
加
策
勵
曰
、「
好
好
作
。
莫
辱
沒
三
郎
。」
令
宜
春
院
人
爲
首
尾
、
搊
彈
家
在
行
間
、
令
學
其
舉
手
也
。」
と
あ
る
。




